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建設関連業務に係る履行能力確認調査実施要領

（趣旨）

第１ この要領は，財務規則（昭和３９年宮城県規則第７号）の規定に基づき，建設工事に係る

測量，設計及び調査の業務（以下「建設関連業務」という。）の委託の契約を締結しようとす

る場合において，同規則第１００条の２第１項の規定により低入札価格の調査（以下「履行能

力確認調査」という。）を行うときの取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

（対象業務）

第２ 履行能力確認調査の対象となる業務は，条件付一般競争入札及び指名競争入札により発注

する建設関連業務とする。

２ 履行能力確認調査の対象となる業務について，財務規則第１０６条第２項の規定による指名

競争入札の指名に係る通知（以下「指名通知」という。）を行う場合には，当該指名通知に，

この要領の規定を適用する旨を明示するものとする。

（調査基準価格の算定）

第３ 調査基準価格の消費税及び地方消費税の額を除く額（以下「税抜き調査基準価格」という。）

は，別表により求めるものとする。

別表

(1) 税抜き調査基準価格を設計額で除した値が別表の設定の範囲内となるように調査基準価格

を定めるものとし，下限値を下回る場合は下限値と，上限値を上回る場合は上限値とするも

のとする。

なお，設計額は消費税及び地方消費税の額を除いた額とする。

(2) 地質調査業務のうち，一般調査業務費とは別に算出する解析等調査業務費は，その全額を

別表の③解析等調査業務費として取り扱うものとする。

(3) 一括計上価格がある場合は，各業種における直接調査費，直接測量費又は，直接人件費と

同等の扱いをする。

(4) 税抜き調査基準価格に千円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものとする。

２ 調査基準価格（消費税及び地方消費税の額を含む。）は，税抜き調査基準価格に消費税及び

地方消費税の額を加算して得た額とする。

① ② ③ ④

建設コンサルタント業務 直接人件費 直接経費 その他原価×０．９
一般管理費等

       ×０．４８
　６／１０
　　　～８／１０

測量業務 直接測量費 測量調査費 諸経費×０．４８ －
　６／１０
　　～８．２／１０

地質調査業務 直接調査費
間接調査費
　×０．９

解析等調査業務費
　　　　　×０．８

諸経費×０．４８
　２／３
　～８．５／１０

補償コンサルタント業務 直接人件費 直接経費 その他原価×０．９
一般管理費等

       ×０．４５
　６／１０
　　　～８／１０

建築設計業務 直接人件費 特別経費 技術料等経費×０．６ 諸経費×０．６
　６／１０
　　　～８／１０

業務区分

税抜き調査基準価格＝①から④の計

設定の範囲調査基準価格における
直接業務費相当額

調査基準価格における
諸経費相当額
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（税抜き調査基準価格を下回る価格による入札）

第４ 入札執行者は，競争入札の結果，最低の入札価格が当該入札の対象業務の税抜き調査基準

価格を下回る価格であった場合は，入札を保留し，建設工事競争入札委員会（以下「入札委員

会」という。）において審議の上，落札者を決定するものとする。ただし，第５第７項の規定

により調査を省略した場合及び建設関連業務履行能力確認調査・審査基準（平成１６年４月１

日施行）に規定する数値的判断基準（以下「数値的判断基準」という。）により落札不適当と

判定された場合は，入札委員会における審議を要しないものとする。

２ 前項の場合において，入札執行者は，入札結果について，最低入札価格及び最低入札価格を

入札した入札者の名称を公表するものとする。

（履行能力確認調査の実施）

第５ 入札に付す業務を発注する課（室）長等（入札執行者が業務を発注する場合又は地方機関

の場合は担当班長等。以下「業務担当課長等」という。）は，第４第１項の規定により入札が

保留になったときは，落札の候補とする者（以下「落札候補者」という。）と契約することが

契約の適正履行及び公正な取引の秩序の確保の観点から支障がないかを調査するものとする。

ただし，数値的判断基準により落札不適当と判定された落札候補者にあっては，この限りでな

い。

２ 前項の規定による調査は，落札候補者からの関係資料の提出及び事情聴取並びに関係機関へ

の照会その他の方法により原則として次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札価格積算の根拠及び妥当性に関する事項並びに労務，資材等の調達等の適否に関する

こと。

(2) 業務計画等の適否に関すること。

(3) 履行能力の適否に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

３ 業務担当課長等は，第１項に規定する調査を入札を保留とした日から７日を目途に行うもの

とする。

４ 第２項に規定する資料の提出は，期限を付して求めるものとする。

５ 調査基準価格を設けた入札については，指名通知において，すべての入札参加者から入札時

に入札価格に対応した業務委託費内訳書の提出を求めることを明示するものとする。

６ 業務担当課長等は，第１項の規定による調査を終了したときは，その調査報告書を作成し，

入札委員会に諮らなければならない。

７ 別に定めがある場合は，第１項の規定による調査（数値的判断基準を除く。）を省略するも

のとする。

（履行能力確認調査結果の審議）

第６ 入札委員会は，業務担当課長等が行った第５の調査結果について審議し，落札の適否を決

定するものとする。ただし，第５第７項の規定により調査を省略した場合を除く。

（調査基準価格を下回る入札の落札者決定）

第７ 入札執行者は，第６の規定による入札委員会の審議の結果，落札適当となった場合は，落

札候補者を落札者と決定し，落札不適当となった場合（数値的判断基準により落札不適当と判

定された場合を含む。）は，落札候補者を落札者としないものとする。

２ 入札執行者は，前項の規定により落札候補者を落札者としない場合には，落札候補者に建設

関連業務履行能力確認調査結果通知書（別記様式）により通知するものとする。この場合にお

いて，予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い入札価格又は総合評価を適用した
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業務にあっては総合評価点の最も高い評価点に次いで高い評価点の者の入札価格（以下「次順

位価格」という。）が税抜き調査基準価格以上の価格であるときは，当該次順位価格の入札者

を落札者と決定するものとする。

３ 前項の場合において，次順位価格が税抜き調査基準価格を下回る価格であったときは，当該

次順位価格及び当該次順位価格の入札をした者につき第５から前項までの規定を準用する。

（落札者等に対する通知）

第８ 入札執行者は，第７の規定により落札者を決定したときは，直ちに落札者に通知するとと

もに，入札結果等の公表要領（平成２０年４月１日施行）に基づき，公表するものとする。

（契約の特約）

第９ 業務の執行者は，第７の規定により落札者が決定された場合は，業務の適正な履行を確保

するため，契約書に別記に掲げる条項を加えて当該落札者と契約を締結するものとする。

（履行能力確認調査審査基準の策定）

第１０ 第５及び第６に規定する履行能力確認調査の具体的調査方法や適否の判断基準について

は，別に定めるものとする。

附 則

１ この要領は，平成１６年４月１日から施行する。

２ 建設関連業務に係る履行能力確認調査試行要領（平成１５年６月１日施行）は，廃止する。

附 則

この要領は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２１年９月１４日から施行する。

附 則

この要領は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２３年６月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２７年７月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２８年１０月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２９年１０月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，令和元年１０月１日から施行する。

附 則

この要領は，令和３年４月１日から施行する。
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別記 特に定めた契約条件

（業務体制を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取）

第○条 受注者は，その業務体制について記載した書類を作成し，発注者からその提出を求

められたときは，これに応じなければならない。

２ 受注者は，前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは，これ

に応じなければならない。

（業務計画を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取）

第○条 受注者は，業務を行うに当たり仕様書に基づき計画した内容について記載した書類

を作成し，発注者からその提出を求められたときは，これに応じなければならない。

２ 受注者は，前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは，これ

に応じなければならない。


